様式第10号

技能検定合格証書再交付に関する手続き

１．再交付の条件
　合格証書を交付された者が下記事項に該当した場合、合格証書の再発行をすることが
　できます。
（１）合格証書を紛失した場合
（２）合格証書を損傷した場合
（３）氏名を変更した場合

２．必要書類
（１）合格証書を紛失した場合
　　技能検定合格証書再交付申請書
（２）合格証書を損傷した場合
　　技能検定合格証書再交付申請書、損傷した合格証書(原本)
（３）氏名を変更した場合
　　技能検定合格証書再交付申請書、合格証書(原本)、氏名を変更したことを
　　証する書面(新旧両方の記載がある運転免許証や住民票など)
※技能検定合格証書再交付申請書は、次ページをダウンロードしてください。
　
３．手続き方法
　（１）必要書類を(一社)日本百貨店協会　接客販売技能検定事務局まで郵送でお送りください。
　　　　　〒103-0027　東京都中央区日本橋2-1-10　柳屋ビル2階
　　　　　(一社)日本百貨店協会　接客販売技能検定事務局　宛
　 （２）再交付手数料（税込2,200円）を下記口座までお振込みください。
※振込手数料はご負担ください。
　　　　　三井住友銀行　京橋支店　普通　8556096
　　　　　（一社）日本百貨店協会　接客販売事業口
　　　　　　ｼｬ)ﾆﾎﾝﾋｬｯｶﾃﾝｷｮｳｶｲ ｾｯｷｬｸﾊﾝﾊﾞｲｼﾞｷﾞｮｳｸﾞﾁ
    上記（１）（２）を確認後、合格証書を再発行させていただきます。

４．お問い合わせ
　　  (一社)日本百貨店協会　接客販売技能検定事務局
　　 Tel：03-3231-8768  　e-mail：info@hanbai-kentei.jp
技能検定合格証書再交付申請書

(一社)日本百貨店協会　会長　殿

技能検定合格証書の再交付を受けたいので下記の通り申請します。

年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　〒
住　　所
（ふりがな）
電話番号
氏　　名
年　　月　　日生
	１　申請理由
	

	２　変更内容
	

	３　検定職種及び等級
	

	４　技能検定合格証書の交付を受けた年月日
	

	５　技能検定合格証書の番号
	

	６　再交付手数料
	2,000円（税別）



【合格証書発送先】※上記住所と異なる場所へ発送を希望する場合、下記に送付先を記入してください。







【注意事項】
申請理由が合格証書を損傷したことによるものであるときは合格証書を、氏名を変更したことによるものであるときは合格証書および氏名を変更したことを証する書面を添付してください。
